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日本国政府はベトナム国政府の要請に基づき、「AR-CDM 促進のための能力向上

開発調査」を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施

いたしました。 

 

当機構は、平成 18 年 10 月から平成 20 年 12 月まで、日本工営株式会社の佐々

木昭彦氏を団長とし、同株式会社及び株式会社双日総合研究所から構成される

調査団を現地に派遣いたしました。 

 

 調査団は、ベトナム国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域にお

ける現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運び

となりました。 

  

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好・親善の一層

の発展に役立つことを願うものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心より感謝申し

上げます。 

 

平成 21 年 2 月 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

 

理事 松本 有幸 

 

 



独立行政法人 国際協力機構 

理事 松本 有幸 殿 

 

伝 達 状 

 

ベトナム国 AR-CDM 促進のための能力向上開発調査が終了しましたので、ここに最終

報告書を提出します。 

 

本調査は、ベトナム国の政府関連機関が AR-CDM を推進するために必要となる能力向

上を支援することを目的に実施されました。調査は平成 18年 10 月に始まり、当初予定

を約 1年間延長して平成 21 年 2月までの 28ヶ月に亘り実施され、8名の日本人専門家

が参加しました。 

 

本調査が始まった平成18年は、UNFCCCのCDM理事会がやっと複数の方法論を承認し、

AR-CDM 第 1 号案件を登録した年でした。AR-CDM 事業形成に関する知見が乏しいため、

調査団は「Learning by doing」をモットーに、より実践的な能力向上に努め、カウン

ターパートとも協議し、実施を前提とした小規模 AR-CDM パイロット事業の計画策定を

行いました。幸い、パイロット事業実施のための資金を拠出していただける本邦民間企

業が見つかり、また調査期間も 1年間延長されて CDM 事業登録を目指した有効化審査実

施に対する追加支援を行い、UNFCCC CDM 理事会に対する事業登録申請まで漕ぎ着ける

ことができました。今後、本パイロット事業が CDM 事業として登録され、本調査の成果

がベトナムのみならず周辺諸国における AR-CDM 促進に資することを願ってやみません。 

 

最後に、本調査の実施に当たり、多大なご支援を賜りました、貴機構、国内支援委員、

外務省、農林水産省の関係各位に心よりお礼申し上げます。また、現地調査を通じて、

貴機構ベトナム事務所および在ベトナム日本国大使館からも多くの支援・助言を頂きま

した。カウンターパート機関となる農業農村開発省（MARD）森林局、ベトナム林業大学

（VFU）、森林科学研究所（FSIV）・森林生態環境研究所（RCFEE）のみならず、パイロッ

ト事業が位置するホアビン省及びカオフォン県人民委員会とも密接に連携し、円滑かつ

効率的に開発調査を遂行できましたこと、お礼申し上げます。 

 

平成 21年 2 月 
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総括 佐々木昭彦 
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CDM-EB Clean Development Mechanism Executive Board CDM理事会 
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DNA Designated National Authority 国家指定機関 

DOE Designated Operational Entities 指定運営機関 

DOF Department of Forestry 林業局（MARD） 

EB Executive Board 理事会 
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FDF Forest Development Fund, Hoa Binh 森林開発基金（ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業の事
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QC Quality Control 品質管理 

RCFEE Research Center for Forest Ecology and 

Environment 
森林生態・環境研究所 

SD Standard Deviation 標準偏差 

SOP Standard Operating Procedures 標準作業手順書 

tCER Temporary Certified Emission Reductions 短期期限付き認証排出削減量 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change 
国連気候変動枠組み条約 

VFU Vietnam Forestry University ベトナム林業大学 

VND Vietnam Don (Currency) ベトナムドン（通貨） 

5MHRP Five Million Hectare Reforestation Program 500 万ヘクタール国家造林計画 
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第第第第１１１１章章章章 調査調査調査調査のののの背景背景背景背景とととと目的目的目的目的 
   

1.11.11.11.1    調査調査調査調査のののの背景背景背景背景    

1997 年の地球温暖化防止京都会議（COP3）において、先進各国に温室効果ガス（以下、GHG: 

Greenhouse Gas）の排出削減率を課した京都議定書が採択され、その中で先進国と途上国が共

同で排出削減を推し進める『クリーン開発メカニズム(以下、CDM)』が取り組みの一つとして盛

り込まれた。 

ベトナム国政府は、2002 年 9 月に京都議定書を批准した。2003 年 3月には天然資源環境省（以

下、MONRE）国際協力局が CDM 国家機関（CNA:CDM National Authority）に指定され、指定国家

機関（DNA:Designated National Authority）の機能を担うことになった。また、2003 年 4 月に

は MONRE 国際協力局長が議長を務め、各省庁 12 名のメンバーから構成される国家 CDM 理事会

（CNECB: CDM National Executive and Consultative Board）が諮問機関として設置されるな

ど、MONRE を主たる担当機関とする CDM 全般に関する基本的な体制を構築し、地球温暖化対策に

積極的に取り組んでいる。 

ベトナム国政府は、GHG 削減の目的のみならず、2005 年時点で国内に 600 万ヘクタール以上残

されている裸地を早急に解消していく必要性からも AR-CDM を積極的に進めたいとしており、

AR-CDM の促進を担当する政府機関の中核（フォーカルポイント）である農業農村開発省(以下、

MARD)は、AR-CDM のための森林の定義を定めるなど、必要な準備を進めていた。しかしながら、

AR-CDM は国際的にも全く新しい事業であるため、MARD をはじめとする AR-CDM に関連する機関

が持つ知識、技術、実施能力が極めて限られていることが、AR-CDM の推進にあたっての課題と

なっていた。 

このような背景から、ベトナム国政府は 2004 年 7 月に日本政府に対して AR-CDM を積極的に推

進するための開発調査の実施を要請した。これを受け、独立行政法人国際協力機構（JICA）は

2005 年 5 月から 2006 年 3 月にかけて第 1 次および第 2 次予備調査と事前調査を実施し、2006

年 7 月に農業農村開発省（MARD）との間で本格調査の実施細則（S/W）1に合意・署名した。 

1.21.21.21.2    調調調調    査査査査    

1.2.11.2.11.2.11.2.1    調査調査調査調査のののの目的目的目的目的    

本調査の目的は、以下の 2点に集約される。 

1) ベトナム国において政府関連機関（MARD 林業局[DOF]、ベトナム林業大学[VFU]、森林科

学研究所[FSIV]）が AR-CDM を推進するために必要な能力向上を支援する。 

2) ベトナム国において AR-CDM を推進するためのビジョン（AR-CDM を取り巻くベトナム国

の理想的な全体構想）及びそれを実現するための方策（制度や能力向上支援活動など）

を明確化し、提言する。 

                                                        
1
 別添-1 参照 
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1.2.21.2.21.2.21.2.2    調査調査調査調査のののの構成構成構成構成    

本調査は、能力向上に関わる以下の 3 つのコンポーネントで構成された。また、それらのコン

ポーネント実施を通じて、ベトナム国における AR-CDM を推進するためのビジョン（全体構想）

及びそれを実現・展開するための制度、能力向上等に係る方策を検討し、提言を行った。各コ

ンポーネントの内容は以下のとおりであった。 

① AR-CDM 理解促進支援： � カウンターパート機関、政府関連機関、潜在的プロジェ

クト開発事業者および投資家に対して、AR-CDM に係る理

解促進を図るためのセミナーやワークショップを開催

する。 

� カウンターパート機関が、関連機関や潜在的プロジェク

ト開発事業者に対する AR-CDM 関連のセミナーやワーク

ショップを自ら開催できる能力習得を目指す。 

� さらに、ウェブサイト構築を通じて一般をも対象とした

AR-CDM に係る理解促進を支援する。 

② 情報提供の仕組み整備支援： � フォーカルポイントである MARD 林業局（DOF）と関係機

関が協力して、国内外の AR-CDM 事業者や投資家など幅

広いステークホルダーに対し必要な情報やサービスを

提供し、かつ双方向の情報伝達が可能となる仕組み（ヘ

ルプデスク、ウェブサイト等）を試行的に構築する。 

� 情報およびサービス提供に係わる各関連機関の役割と

責任を明確化する。 

③ 小規模 AR-CDM プロジェクト

開発に係る能力向上支援： 

� 必要に応じて、カウンターパートと調査団が共同でベー

スライン方法論とモニタリング方法論のドラフト開発

を行う。また、プロジェクト設計書（PDD）ドラフトの

作成を行い、プロジェクト開発事業者や投資家がどのよ

うな情報や支援を必要としているかを学び、小規模であ

ればベトナム側が独自でプロジェクトを開発できる能

力習得を目指す。 

1.2.31.2.31.2.31.2.3    調査調査調査調査ののののアウトプットアウトプットアウトプットアウトプット    

本調査の主要アウトプットは次の通りであった。 

① AR-CDM 促進に関するビジョン及びその方策の提言 

② ベトナムにおける AR-CDM 推進に係る開発事業者向けガイドブック 

③ AR-CDM 関連の情報を掲載したウェブサイト 

④ 小規模 AR-CDM パイロット事業のプロジェクト設計書（PDD） 
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1.2.41.2.41.2.41.2.4    調査報告書等調査報告書等調査報告書等調査報告書等    

本調査団が作成提出した報告書等およびその内容は次のとおりである。 

表表表表 1.1    報告書等報告書等報告書等報告書等のののの内容内容内容内容 

報告書等 提出時期（予定） 内 容 

1. ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ 平成 18 年 11 月 調査計画および方法 

2. ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ 平成 19 年 2 月 第 1 年次の調査結果 

3. ﾄﾞﾗﾌﾄｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2) 

 ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2) 

平成 20 年１月 

平成 20 年 3 月 

第 1 年次～2 年次調査結果の総まとめ（調

査期間延長前のﾌｧｲﾅﾙﾚﾎﾟｰﾄの内容） 

4. Draft PDD 

 Final PDD 

平成 20 年 3 月 

平成 21 年 2 月 

小規模 AR-CDM ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業のﾄﾞﾗﾌﾄ PDD 

ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業の事業登録申請に用いた PDD と

有効化審査及び DNA 承認のために作成した

各種資料 

5. AR-CDM ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 平成 20 年 3 月 小規模 AR-CDM の詳しい内容を取りまとめ

たｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 

6. AR-CDM 小冊子 平成 20 年 3 月 小規模 AR-CDM の概要を取り纏めた冊子 

7. ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧｲﾅﾙﾚﾎﾟｰﾄ 

 ﾌｧｲﾅﾙﾚﾎﾟｰﾄ 

平成 20 年 12 月 

平成 21 年 2 月 

小規模 AR-CDM ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業の有効化審査受

審内容 

 

なお、本調査の調査期間は 1年間延長され、延長期間にパイロット事業に対する有効化審査

受審支援を実施した。そのため、S/W 上のファイナルレポートはインテリムレポート（2）と改

題しそこに 1年次～2年次調査の全活動内容を記載、ファイナルレポートには延長期間中（第 3

年次）に実施した有効化審査受審内容のみ記載した。 
  

1.1.1.1.3333    調査実施体制調査実施体制調査実施体制調査実施体制    

1.1.1.1.3.13.13.13.1    調査団調査団調査団調査団のののの構成構成構成構成    

本調査団の要員構成は以下のとおりであった。要員計画は図 1.1 に示すとおりである。 

表表表表 1.2    調査団調査団調査団調査団のののの構成構成構成構成 

担  当 氏  名 

 総括/CDM 制度構築(1) 佐々木 昭彦 

 CDM 制度構築(2) 根岸 博生 

 CDM 植林(1) 山ノ下 麻木乃 

 CDM 植林(2) 中村 友紀 

 CDM 事業計画(1) 石川 賢 

 CDM 事業計画(2) 鳥生 毅 

 CDM セミナー/PDD 審査 大串 卓矢 

 衛星画像解析 森田 格 

 業務調整 中村 友紀 

 

なお、JICA は本調査の内容に関して、専門的かつ技術的立場から検討審議を行う国内支援委員

会を設置し、調査に対する支援を行った。 



担当 氏名

総括/CDM制度構築(1) 佐々木 昭彦

CDM制度構築(2) 根岸　博生

CDM植林(1) 山ノ下 麻木乃

CDM植林(2) 中村　友紀

CDM事業計画(1) 石川　賢

CDM事業計画(2) 鳥生　毅

CDMセミナー/PDD審査 大串　卓矢

衛星画像解析 森田　格

業務調整 中村　友紀

総括/CDM制度構築１ 佐々木 昭彦

CDM制度構築２ **********

CDM植林1 **********

CDM植林２ **********

CDM事業計画１ **********

CDM事業計画２ **********

CDMセミナー/PDD審査 **********

衛星画像解析 **********

報告書提出

現地作業： 国内作業： △:△:△:△: 報告書提出

平成20年度

現地作業（日本工営自社負担）：

調査段階

1 2 34

平成18年度 平成19年度

6 7 9 10
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　  △
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ﾚﾎﾟｰﾄ(2)

△
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ﾚﾎﾟｰﾄ

第2次現地作業 第5次現地作業

第5次国内作業 第6次国内作業

     △
ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧｲﾅﾙ

ﾚﾎﾟｰﾄ

第4次現地作業

   △
ｲﾝﾃﾘﾑ

ﾚﾎﾟｰﾄ(2)

第4次国内作業
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1.3.21.3.21.3.21.3.2    カウンターパートカウンターパートカウンターパートカウンターパート機関及機関及機関及機関及びびびび実施体制実施体制実施体制実施体制    

本調査のカウンターパート機関は、MARD 林業局（DOF）、ベトナム林業大学（VFU）および

森林科学研究所（FSIV）である。本調査では、調査活動を円滑に進めるために以下の 3 つの組

織が設立された。 

組 織 役割、構成等 

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨｰ � 中央レベルで調査実施・監理を総括する 

� MARD 林業局副局長（あるいはそれに相当する者）が議長 

� ベトナム側関係省庁、VFU、FSIV、JICA ベトナム事務所と調査団がメン

バー 

� ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨｰの会議は、インセプションレポートの検討・承認、調査成

果の確認のために開催する 

� MARD 林業局内に設置し、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨｰの役割を補佐する 

� 調査団およびカウンターパート・チームと 2 週間に一度を目処に会合を持

ち、調査実施に必要となる指示・助言を行う 

� 関連機関からの意見集約・調整を行う 

名前 ポジション 

1. Mr. Pham Duc Tuan Vice Director of DoF 

ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾕﾆｯﾄ 

2. Mr. Bui Chinh Nghia Head of Forest Basic Inventory Division, DoF 

� 調査団とともに活動を実施したメンバーは以下の通り。 

名前 C/P 内ポジション 所属 

1. Mr. Pham Xuan Hoan Project Director VFU 

2. Ms. Do Thi Ngoc Bich Project Coordinator VFU 

3. Mr. Nguyen Quang Ha  VFU 

4. Mr. Pham Van Dien  VFU 

5. Mr. Pham Minh Toai  VFU  

6. Mr. Nguyen The Dung  VFU  

7. Ms. Nguyen Thi Bich Hao  VFU 

8. Ms. Phi Thi Hai Ninh  VFU  

9. Ms. Le Hong Lien  VFU 

10. Mr. Vu Tan Phuong  RCFEE/FSIV 

11. Mr. Tran Lam Dong  FSIV 

12. Mr. Nguyen Tien Hung  RCFEE/FSIV 

13. Mr. Nguyen Thanh Tung  RCFEE/FSIV 

14. Ms. Tran Thi Thu Ha  RCFEE/FSIV 

15. Mr. Nguyen Viet Xuan  RCFEE/FSIV 

16. Mr. Nguyen Hung Cuong  VFU 

17. Mr. Tran Trung Thanh  RCFEE/FSIV 

18. Mr. Pham Ngoc Thanh  RCFEE/FSIV 

19. Mr. Tran Ngoc The  VFU 

20. Mr. Nguyen Dinh Hai  VFU 

21. Ms. Mai Thi Thanh Nhan  VFU 

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ･ﾁｰﾑ 

22. Ms. Tran Mai Sen  VFU 
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ステアリングステアリングステアリングステアリング・・・・コミッティコミッティコミッティコミッティ

(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICAﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑ事務所事務所事務所事務所、、、、調査団調査団調査団調査団））））

ステアリングステアリングステアリングステアリング・・・・コミッティコミッティコミッティコミッティ

(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICAﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑ事務所事務所事務所事務所、、、、調査団調査団調査団調査団））））
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JICA 
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JICA 
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チームチームチームチーム
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(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICA(DOF, ICD, VFU, FSIV of MARD, MPI, MOF, MONRE, JICAﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑﾄﾅﾑ事務所事務所事務所事務所、、、、調査団調査団調査団調査団））））
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図図図図 1.2    調査実施体制調査実施体制調査実施体制調査実施体制 

1.41.41.41.4    作業計画作業計画作業計画作業計画    

  

これまで本調査では平成 18 年 10 月下旬から平成 20 年 1 月まで、国内準備作業、2 度に亘る現

地調査および国内作業を行った。また、平成 20 年 2 月には第 3 次現地調査を行い、これまでの

成果をベトナム国側へ説明した。しかしながら、本調査で策定した小規模 AR-CDM パイロット

事業の実現をサポートするため、平成 19 年 8 月にベトナム国側から日本政府に対し本調査の 1

年延長と有効化審査支援に関する要請があった。日本側はこれを受諾し、本調査の 1 年間延長

と有効化審査の受審支援が決まった。 

本調査業務実施のフローチャートは、図 1.3 に示すとおりである。 

第 1 年次 

 国内準備作業 ： 平成 18 年 10 月下旬 

 第 1 次現地調査 ： 平成 18 年 11 月上旬～平成 19 年 2 月上旬 

 第 1 次国内作業 ： 平成 19 年 2 月中旬 

第 2 年次 

 第 2 次現地調査 ： 平成 19 年 5 月中旬～11 月下旬 

 第 2 次国内作業 ： 平成 19 年 12 月上旬 

 第 3 次現地調査 ： 平成 20 年 2 月中旬～下旬 

 第 3 次国内作業 ： 平成 20 年 2 月下旬～3 月上旬 

第 3 年次 

 第 4 次国内作業 ： 平成 20 年 5 月中旬~下旬 

 第 4 次現地調査 ： 平成 20 年 6 月中旬、7 月下旬～8 月上旬 

 第 5 次国内作業 ： 平成 20 年 6 月下旬、8 月上旬～9 月下旬 

 第 5 次現地調査 ： 平成 20 年 12 月中旬 

 第 6 次国内作業 ： 平成 21 年 2 月中旬 
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AR-CDM理解促進支援理解促進支援理解促進支援理解促進支援 情報提供情報提供情報提供情報提供のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ整備支援整備支援整備支援整備支援 小規模小規模小規模小規模AR-CDMプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト開発開発開発開発にににに係係係係るるるる能力向上支援能力向上支援能力向上支援能力向上支援

2006年年年年10月月月月

11111111月月月月
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2007年年年年1月月月月
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3333月月月月
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6666月月月月
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8888月月月月

9999月月月月

10101010月月月月

11111111月月月月

12121212月月月月

2008200820082008年年年年1111月月月月

2月月月月

3333月月月月

能力向上支援能力向上支援能力向上支援能力向上支援年年年年
次次次次

年年年年・・・・月月月月 準備作業準備作業準備作業準備作業

図図図図1111....3 3 3 3 調査業務実施調査業務実施調査業務実施調査業務実施ののののフローチャートフローチャートフローチャートフローチャート((((1111////2222))))
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ARARARAR----CDMCDMCDMCDM推進推進推進推進ビジョンビジョンビジョンビジョン・・・・実現実現実現実現
のためののためののためののための方策方策方策方策のののの提言提言提言提言

セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・ワークショッワークショッワークショッワークショッ
ププププ等等等等

レポートレポートレポートレポート等等等等
先方機関先方機関先方機関先方機関にににに対対対対するするするする

説明説明説明説明・・・・協議協議協議協議

国内作業国内作業国内作業国内作業

現場作業現場作業現場作業現場作業

PDDPDDPDDPDDドラフトドラフトドラフトドラフト（（（（案案案案））））作成作成作成作成

PDDPDDPDDPDDドラフトドラフトドラフトドラフト作成対象適地作成対象適地作成対象適地作成対象適地のののの選定選定選定選定、、、、基本構想検討基本構想検討基本構想検討基本構想検討

AR-CDMに係る最新動向の把握、CDM理
事会に提出された方法論及びPDDの分析

調査内容・方法の検討

関連資料・情報の収集・分析

関係機関の役割・責任の明確化

調査実施手順の検討
C/Pに対する理解促進
支援の内容・実施方法
の検討

関連機関に対する理解
促進支援の内容・実施
方法の検討

情報提供の仕組みに係る基本構想検討

開発事業者および投資
者等を対象としたガイド
ブックの基本構想検討お
よび必要情報収集

情報提供のためのウェブ
サイト構築の基本構想検
討および必要情報収集

PDD作成手順および必要情報の確認

PDD作成に係る関連機関の役割・責任の明確化

PDDドラフト作成対象候補地の確認

Ic/R(案)作成

Ic/R作成

共同実施計画書
作成

PDDドラフト作成対象候補地に係る情報収集

PDDドラフト作成対象候補地の現場踏査

PDDドラフト作成対象適地の選定

PDDドラフト作成に係る基本構想検討

第2年次調査の進め方確認

C/Pに対する理解促進
支援の実施

関連機関に対する理解
促進支援の実施

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨ開
催、ｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ
説明・協議

開発事業者、投資者に対する理解促進支援の内
容・実施方法の検討及び準備

開発事業者、投資者に対する理解促進支援の実
施

情報提供の仕組み構築
のための関連機関との調
整及び必要情報の準備

ウェブサイト構築

(ウェブサイト運営)
　

対象地域住民を含む関係者に対する説明

追加性の論証（投資バリア等）の検証及び確定

方法論案（NMB, NMM）の検討・分析及び確定

ﾘｰｹｰｼﾞ推計の必要性及び推計方法の検討・確定

プロジェクト実施管理形態の検討

プロジェクト事業者、投資者、CERバイヤーの検討

プロジェクトの経済的、社会的影響の検討

プロジェクトの環境的影響の検討

プロジェクト関係者のコメント収集

PDDドラフト（案）の作成及び情報の取り纏め

情報提供の仕組みの具
体案提示と関連機関にお
ける合意形成

情報提供の仕組みの試
行及び検証（ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｨｽｸ
運営）

DIt/R2の作成

【6-1】 It/R2の提
出

インテリム・レ
ポート作成

AR-CDM推進ビジョン
（案）の検討・作成

開発事業者向け
ガイドブック作成

Ic/R(案)の説明

【5-1】ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯ
ﾃｨ開催、DIt/R(2)
説明・協議

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨ開
催支援、Ic/R承認

CDM国家戦略及びAR-
CDM関連既存計画のレ
ビュー

AR-CDM推進の阻害要
因把握

It/R(2)に対するコメントの収集

AR-CDM推進のための
方策（組織体制、制度、
資金等）の検討

ベトナムにおけるAR-
CDM事業のポテンシャ
ル検討

AR-CDM開発事
業者向けセミナー

調査結果共有セ
ミナー

AR-CDMバリ
デーションW/S

AR-CDM知識修
得セミナー

AR-CDM理解促
進セミナー (1)

AR-CDM理解促
進セミナー (2)

PDDドラフト（案）
作成

土地適格性の証明（衛星画像解析）
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AR-CDM理解促進支援理解促進支援理解促進支援理解促進支援 情報提供情報提供情報提供情報提供のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ整備支援整備支援整備支援整備支援 小規模小規模小規模小規模AR-CDMプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト開発開発開発開発にににに係係係係るるるる能力向上支援能力向上支援能力向上支援能力向上支援

2008200820082008年年年年4444月月月月

5555月月月月

6666月月月月

7777月月月月

8888月月月月

9999月月月月

10101010月月月月

11111111月月月月

12121212月月月月

2009200920092009年年年年1111月月月月

2222月月月月

3333月月月月

MARD、、、、関連省庁関連省庁関連省庁関連省庁/機関機関機関機関ががががAR-CDMにににに関関関関
するするするする十分十分十分十分なななな知識知識知識知識をををを持持持持つつつつ

カウンターパートカウンターパートカウンターパートカウンターパートががががARARARAR----CDMCDMCDMCDMにににに係係係係るるるる技術情報技術情報技術情報技術情報
をををを整理整理整理整理・・・・管理管理管理管理しししし、、、、外部外部外部外部にににに発信発信発信発信できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる

カウンターパートカウンターパートカウンターパートカウンターパートががががARARARAR----CDMCDMCDMCDMにににに係係係係るるるる計画立案計画立案計画立案計画立案かかかか
らららら事業実施事業実施事業実施事業実施までまでまでまで体系的体系的体系的体系的にににに修得修得修得修得しししし、、、、ARARARAR----CDMCDMCDMCDMをををを普普普普

及及及及できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる

現場作業現場作業現場作業現場作業

国内作業国内作業国内作業国内作業

平平平平
成成成成
２２２２
００００
年年年年
度度度度

（（（（
第第第第
３３３３
年年年年
次次次次

））））

年年年年
次次次次

年年年年・・・・月月月月

成果成果成果成果

先方機関先方機関先方機関先方機関にににに対対対対するするするする
説明説明説明説明・・・・協議協議協議協議

図図図図1111....3 3 3 3 調査業務実施調査業務実施調査業務実施調査業務実施ののののフローチャートフローチャートフローチャートフローチャート((((2222////2222))))

ARARARAR----CDMCDMCDMCDM推進推進推進推進ビジョンビジョンビジョンビジョン・・・・実現実現実現実現
のためののためののためののための方策方策方策方策のののの提言提言提言提言

セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・ワークショッワークショッワークショッワークショッ
ププププ等等等等

レポートレポートレポートレポート等等等等準備作業準備作業準備作業準備作業
能力向上支援能力向上支援能力向上支援能力向上支援

有効化審査受審支援有効化審査受審支援有効化審査受審支援有効化審査受審支援

DOEの選定、契約

DOEへの情報提供

有効化審査の受審支援

適宜必要に応じたPDD
のアップデート

Df/Rの作成・提
出

 F/Rの作成・提出

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ｺﾐｯﾃｨ開
催、Df/Rの説明・協
議

Df/Rに対するコメントの収集
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1.51.51.51.5    ステアリングコミッティステアリングコミッティステアリングコミッティステアリングコミッティ会議会議会議会議    

  

本調査のステアリングコミッティ会議はこれまで 4 回開催された。第 1 回会議は 2006 年 11 月

17 日に開催し、インセプションレポートの内容について協議を行い、コメントを反映して最終

化することが合意された。 

第 2 回ステアリングコミッティ会議は 2007 年 5 月 18 日に開催し、第 1 次現地調査の結果を取

りまとめたインテリムレポートの内容を協議した。その中でベトナム側出席者から『本調査の

中で検討されている小規模 AR-CDM 用新規方法論の開発は非常に難しく、コストが掛かり、開発

しても UNFCCC に承認されないリスクもある。UNFCCC は既に１つの小規模用方法論を承認してお

り、本調査団もこの承認済み方法論を用いるべきである』とのコメントが出された。議論の結

果、議長は「調査団から MARD 林業局に対して小規模方法論を開発しないことの妥当性に係るペ

ーパーを提出する」ことを提案した。そして調査団は 2007 年 6月 15 日付で MARD 林業局に対し

て本ペーパーを提出した。 

第 3 回ステアリングコミッティ会議は 2008 年 2 月 22 日に開催し、調査団はホンダベトナムの

資金援助で実施が決まっている小規模 AR-CDM パイロット事業を含む、本調査の結果全てを取り

まとめたインテリムレポート(2)の内容を説明。議長から「本調査は過去のプロジェクトの中で

も最も良く実施されたものである」との賞賛を受けた。本会議では第 2 回ステアリングコミッ

ティ会議で議論された「新規方法論開発のキャンセル」について合意し、またパイロット事業

の有効化審査支援のために調査期間を 1年間延長することが承認された。 

最終回となる第 4回ステアリングコミッティ会議は 2008 年 12 月 15 日に開催された。本会議で

調査団は 2008 年 7月～11 月にかけて実施した DOE による有効化審査の内容、および有効化審査

受審を通じて得られた教訓等について説明。ベトナム側出席者からは「本調査はカウンターパ

ート機関や地方政府と密に連携し非常に効率的に実施され、AR-CDM に関わる能力向上のみなら

ず、後続案件への参考となる小規模 AR-CDM パイロット事業の実現にまでこぎ着けた」と本調査

に対する賞賛を受けた。 

各ステアリングコミッティ会議の議事録は別添-2に示すとおりである。 
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第第第第 2222 章章章章    小規模小規模小規模小規模 ARARARAR----CDMCDMCDMCDM パイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業のののの有効化審査有効化審査有効化審査有効化審査    

   

2.12.12.12.1    有効化審査有効化審査有効化審査有効化審査プロセスプロセスプロセスプロセス    

調査団は小規模 AR-CDM パイロット事業の有効化審査受審を支援した。有効化審査から事業登録

までのプロセスは以下の通りである。 

注：

事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者

（（（（JICA調査団支援調査団支援調査団支援調査団支援））））

指定運営組織指定運営組織指定運営組織指定運営組織

(JACO CDM社社社社)
UNFCCC

DNA

(ベトナムベトナムベトナムベトナム)

DOE/AEsのショートリスト

入札招聘状送付

[2008年5月13日]
見積書の提出

 [2008年5月20日]

価格第1位DOE/AEの選定

PDDのデスクレビュー

事業登録申請
[2009年1月9日]

現地審査報告書

PDD及び関連資料の送付

有効化審査報告書作成

改定PDDの作成
[2008年8月7日]

【事務局】　書類不備のチェック

[2009年1月9日～約2～3ｹ月]

【事務局】
ウエブサイトに有効化審査報告書

を掲載

EB-RITメンバーによる査定

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関係する締結国あるいは理事
会ﾒﾝﾊﾞｰ3名以上から再審査要請

改定PDD及び関連書類の提出
[2008年9月1日]

PDD及び関連書類の審
査

承認レター発行

[2008年11月20日]

DNA承認レターをDOEへ送付
[2008年11月25日]

再審査の実施

CDM事業事業事業事業のののの登録登録登録登録

ドラフト有効化審査プロトコル提出

現地有効化審査の実施 [2008年7月28日～8月2日]

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄを受けるため改定PDDを
UNFCCCウエブサイトに掲載
[2008年8月9日～9月7日]

評価会議

[2008年11月8日]

(Yes) (No)

(再審査で問題無しの場合)

次回理事会にて再審査実施
あるいは登録を決定 (No)

4 週間以内

図図図図2.1 有効化審査有効化審査有効化審査有効化審査からからからから事業登録事業登録事業登録事業登録までのまでのまでのまでのプロセスプロセスプロセスプロセス

契約ネゴ及び契約締結 [2008年5月22日]

DOEDOEDOEDOEのののの契約業務契約業務契約業務契約業務
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2222....2222    DOEDOEDOEDOE/AE/AE/AE/AE のののの選定選定選定選定とととと契約締結契約締結契約締結契約締結    

調査団は次の手順で有効化審査を実施する DOE/AEを選定し契約を締結した。 

(1) DOE/AEのショートリスト 

 2008年 5月時点で CDM理事会がスコープ 14（植林・再植林)の DOEとして認証してい

る DOEは TÜV-SÜD社のみであった。しかし、TÜV-SÜD社の AR-CDM担当審査員は

常に多忙であり、調査団が予定している時期に有効化審査を実施できない懸念があった。

一方、DOE一社だけでは価格競争にならないことをも考慮し、調査団は DOE（TÜV-SÜD
社）のみならず有効化審査を実施できるスコープ 14の AE（申請組織）の中から、日本

国内に事務所を持つ下記 3社をショートリストした。 

 (a) TÜV-SÜD Japan - DOE 

 (b) Japan Quality Assurance Organization (JQA) - AE 

 (c) JACO CDM Ltd. - AE 1 

(2) DOE/AEsに対する入札招聘状送付 

 調査団はショートリストした 3社に対して、2008年 5月 13日付けで本事業に対する有

効化審査の見積書提出依頼を送付した。依頼書には PDD 及び契約書案を添付し、下記

条件も記載した。 

 (a) 現地有効化審査は 2008年 7月 22日～8月 15日の間に実施する。 

 (b) 最低価格を提示した会社と契約交渉を行う。 

 (c) 現地有効化審査の際は調査団が車両及び通訳の手配及び支払いを行う。 

(3) 入札結果及び契約 

 ショートリストした 3社のうち、TÜV-SÜD Japanは(a) 調査団が指定した現地有効化審

査時期に審査できない、(b)AE とは価格面で競争できない、という理由から入札を辞退

した。他の 2 社は予定通り 5 月 20 日の締切りまでに見積書を提出した。見積書開封の

結果 JACO CDM社が第一位となり、契約交渉を経て 5月 22日に有効化審査実施に係わ

る委託契約を締結した。契約は UNFCCC に対する事業登録申請までを契約業務とし、

履行期限は 2009月 2月 28日である。 

2.32.32.32.3    DOEDOEDOEDOE によるによるによるによる PDDPDDPDDPDD デスクレビューデスクレビューデスクレビューデスクレビュー    

 委託契約締結後 JACO CDM社は PDDのデスクレビューを行い、6月中旬までに調査団

に対して下記に関するコメント及び資料提出要請をした。調査団はそれぞれに対して概略説明

すると共に、インテリムレポート(2)を参考資料として提示した。 

 (a) 地元住民がどのような形で事業に参加するかが明確ではない 

 (b) 1970年代に森林伐採の引き金となった政府の土地開発政策のコピー提出。 

 (c) 実施主体である森林開発基金はベトナムの基金かそれとも外国基金か。. 

 (d) 土地荒廃に関するデータの有無 

 (e) 純人為的 GHG吸収算定表の提出 

                                                        
1 JACO CDM社は第 42回 CDM理事会（2008年 7月 31日～8月 2日）においてスコープ 14の DOE
に認定された。 



ベトナム国・AR-CDM促進のための能力向上開発調査 

ファイナルレポート 要約 

 

 
2-3 

2.2.2.2.4444    現地有効化審査準備現地有効化審査準備現地有効化審査準備現地有効化審査準備    

 調査団はカウンターパートと現地有効化審査準備について話し合うために、2008年
6月 16日～20日の間ベトナムを訪問した。そして、現地有効化審査の詳細スケジュール及

び準備の確認、追加資料の収集の依頼を行うと共に、地元住民の参加形態を明らかにする

ため森林開発基金と参加住民との間の契約書（案）作成に関し合意した。 

2.2.2.2.5555    現地有効化審査現地有効化審査現地有効化審査現地有効化審査    

JACO CDM社は、現地審査に先立ち調査団に対してドラフト有効化審査プロトコル

を提出し、2008年 7月 28日～8月 2日まで 2名からなる審査チームをベトナムへ派遣し、

現地有効化審査を実施した。現地有効化審査の日程は下記の通りである: 

表表表表 2.1 現地有効化審査日程現地有効化審査日程現地有効化審査日程現地有効化審査日程 

月日月日月日月日 活動活動活動活動内容内容内容内容 

2008年 

7月 28日(月) 

ベトナム森林大学会議室において審査チーム、事業参加者（カウンター

パート）及び調査団の間でオープニング会議を開催。審査チームはドラ

フト有効化審査プロトコルを参照しつつ是正措置要求事項および明確化

要求事項を説明。その後、事業参加者及び調査団は明確化要求が出され

た各事項に関する説明と資料提出を行った。 

 

7月 29日(火) 調査団と審査チームはベトナム DNA事務局を訪問し、DNAによる事業

認可のプロセス等の確認を行った。 
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月日月日月日月日 活動活動活動活動内容内容内容内容 

7月 30日(水) 審査チームはカオフォン県人民委員会を訪問し副委員長（森林開発基金

の Director）らと面会。人民委員会に対する聞取り調査の後、事業対象地

のあるバックフォンコミューンにてコミューン職員及び参加住民代表者

への聞取り調査、現況土地利用、サイト境界線及びベースラインバイオ

マス調査のサンプルサイト確認等を実施。 
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月日月日月日月日 活動活動活動活動内容内容内容内容 

7月 31日(木) スワンフォンコミューンにてコミューン職員及び参加住民の代表者に対

する聞取り調査、現況土地利用、サイト境界線及びベースラインバイオ

マス調査のサンプルサイト確認等を実施。 
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月日月日月日月日 活動活動活動活動内容内容内容内容 

8月 1日(金) ベトナム林業大学会議室にて審査チーム、事業参加者（カウンターパー

ト）及び調査団の間で現地有効化審査結果に関する会議を開催。審査チ

ームは現地審査における暫定的結果と追加的明確化要求事項を説明。事

業参加者及び調査団は明確化要求に関して口頭説明を行い、後日関係資

料を提出することを約束した。なお、会議終了に当たり、審査チームは

現地審査報告書を提出し、審査チーム及び事業参加者の代表がそれぞれ

報告書に署名した。 

 

 

8月 2日 (土) 調査団と審査チームは今後の予定等を協議。審査チームは夜の便で帰国

の途へ。 

 

2.2.2.2.6666    DOEDOEDOEDOE によるによるによるによる是正措置是正措置是正措置是正措置およびおよびおよびおよび明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項    

2.6.12.6.12.6.12.6.1    是正措置要求事項是正措置要求事項是正措置要求事項是正措置要求事項    

審査チームから提示された是正措置要求事項および事業参加者/調査団の対応は下記の通り

である。審査チームは事業参加者/調査団の対応を受諾した。 
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CAR (CAR (CAR (CAR (是正措置要求事項是正措置要求事項是正措置要求事項是正措置要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CAR1 

ベトナム DNAによる森林開発基金（事業参

加者）及び事業に対する承認レターが必要。 

 
2008年 11月 20 日付のベトナム DNA 発行の承

認レターを提出した。 

CAR2  

PDD Table 3でベトナム政府が PPになって

いるが、政府にその意思がないため修正す

べき（Yes→Noへ変更）。また、VFU 及び

RCFEEは PPではないので Table 3から除外

すべき 

 
PDD version 2.1において修正。 

CAR3 

登録申請までに CDM 理事会と事業参加者

と の 連 絡 手 順 （ MOC: Modality of 
Communication) を作成・提出する必要あり。 

 
2008年 10月 7日付のMOCを DOEへ提出。FDF
が CDM 理事会とやりとりを行う唯一のフォー

カルポイントである。 

CAR4 

実施主体である FDF から「事業は Low 
Income Communityによって開発・実施され

る」という宣言文を取得すべき。 

 
2008年 11月 4日付の declaration letterをDOEへ

提出。 

CAR5 

プロジェクト境界線の緯度経度情報を PDD
に添付すべき。 

 
FDF は審査チームに対してプロジェクト境界線

の全ての緯度経度情報を提出。また、PDD ver.2
の Annex 4 にはプロジェクト境界線の緯度経度

情報要約を添付。 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

2.6.22.6.22.6.22.6.2    明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項    

審査チームが提示した明確化要求事項は大きく(a) 説明要請と(b) 証拠あるいはデータ提供

要請の２つに分類される。多くの明確化要求事項はインテリムレポート(2)の中で説明され

ているものであった。 

下記は PDDの各章毎の明確化要求事項と事業参加者・調査団の対応を要約したものである。

審査チームは全ての明確化要求事項に対する事業参加者・調査団の対応を受諾した。  

(1) PDD Chapter A: 小規模 AR-CDM事業活動の概要説明 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL1 
本事業の予算的側面について説明要請。 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。また、PDD ver.2の Annex 5に財務評

価の要約を添付。 

CL2 

2007年に実施した現地調査、LANDSAT 画
像解析、PRA調査に関する情報提供要請。 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。 
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CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL3 
PDD Annex 3の貧困住民参加に係わるレタ

ーに関する説明要請。 

(1) 誰が誰に対して発行したものか？ 

(2) 文中で参照している法規の内容 

(3) 事業に対する周辺住民の役割 

 
 
 

ｶｵﾌｫﾝ県人民委員会が不特定関係者に対し発行 

参照している法規の英訳版を提出。 

周辺住民の役割は事業実施支援である 

CL4 

PDD A.5.4 節で参照している Decision 
No.38/2005/QD-BNN(MARD 発行の森林施

業に関わる標準技術)の提出要請 

 
審査チームに英訳版を提出。 

CL5 

(1) 表 A.6.1と A.6.2では世帯、協同組合及

びｺﾐｭﾆﾃｨの数に齟齬がある。確認要請 

(2) 土地利用権証明書のサンプル提供要請 

(3) Communities, communes, cooperative, 
village, villagers 及び households それぞ

れの定義及び相違の説明要請 

(4) 林産物及び CER からの便益を事業主と

参加住民がどのように分配するのか、事

業の持続性の観点からその便益は十分

と言えるか、についての説明要請  

(5) 事業主体と参加住民との間の契約書提

供要請 

 

表 A.6-1中の文章を修正し誤解を解消。 
 

土地利用権証明書のコピー提供 

口頭で説明。改定版 PDDでは用語の使用を出来

るだけ統一する。 
 

提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を記述している

旨を説明。 
 
 
 
契約書ドラフトを提供 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

(2) PDD Chapter B: ベースライン・モニタリング方法論の適用 

追加性証明に用いた投資障壁の取り扱いに関して審査チームと事業参加者・調査団の間で

見解の相違があった(CL9)。審査チームは IRR等の財務指標を使った説明を求めたのに対し

て、事業参加者・調査団は『方法論に従うと、財務指標を用いた財務障壁の説明は不要」

と主張。審査チームは事業参加者・調査団の主張に理解を示したものの、本件は『観察事

項』として取り扱い、両者は『UNFCCC 登録発行チームから要請がある場合に対応する』

ことを同意した。 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL6 
JICA調査団が 2007年に実施したﾍﾞｰｽﾗｲﾝﾊﾞ

ｲｵﾏｽ調査の結果の提供要請 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。 

CL7 
牛、水牛の頭数、放牧回数、放牧地の位置

に関する調査結果の提供要請 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。 
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CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL8 
現地調査結果の提供要請 

PDD B.6 では事業を実施しない場合下記理

由によりｶｰﾎﾞﾝｽﾄｯｸが減少すると述べてい

る。それぞれの理由の証明文書の提出要請 

(i) 事業対象地は 1980 年以前に国家政策

に沿って森林伐採が行われた 

(ii) 土壌養分が減少している 

(iii) 事業対象地では継続的に放牧、薪採取

等が行われ、それらがｶｰﾎﾞﾝｽﾄｯｸの減少

や土地荒廃に繋がっている 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。 

 
 

(i) 口頭説明及び資料提出（PRA調査によって確

認した） 

(ii) 土壌養分分析結果及び土壌肥沃度評価のｸﾗｲ

ﾃﾘｱを提出 

(iii) 左記を説明しているｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)を提供

（社会経済インタビュー調査の結果を使用） 

CL9 

【【【【従前従前従前従前のののの明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項】】】】 

tCERからの収入がなければ下記が成立しな

いことを証明する財務分析結果の提出要請 

(i) 住民への高いインセンティブ 

(ii) 事業参加者へのリターンは通常の植林

事業から得られるそれと同等である 

植林事業を CDM 事業として決定した際の

財務指標（IRR, NPV他）や国債利率及び銀

行貸出利息などのﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの提供要請 

【【【【修正修正修正修正されたされたされたされた明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項】】】】 
適用した方法論は投資分析による追加性証

明を義務付けていないが、追加性を量的に

説明するためには投資分析結果の提出が望

ましい。 

 
【【【【従前従前従前従前のののの対応対応対応対応】】】】 
承認されている小規模 AR-CDM方法論では、追

加性の証明に使える障壁の一つとして「経済・

財務障壁以外の投資障壁」をあげている。方法

論に従って、本事業の追加性証明には IRR等の

経済・財務障壁を使っていないため提出できな

い。PDD B7に記述する追加性に係わる説明で十

分と考える。  

 
 

【【【【修正修正修正修正コメントコメントコメントコメントにににに対対対対するするするする対応対応対応対応】】】】 
投資分析の要約を PDD ver.2.1のAnnex 5として

添付 

CL10 
元々本事業が CDM 事業として実施される

ことを示す証拠（日付付き文書）提出依頼。

その決定と JICA インテリムレポート（2）
の関係の説明依頼。 

 
本調査に関わる S/W提出。また現地有効化審査

時に、本調査は AR-CDM の能力向上のために

PDDまで作成することを元々構想していた点を

説明。 

CL11 
事業実施に関与する各組織の役割・責任の

説明要請 

 
提供したｲﾝﾃﾘﾑﾚﾎﾟｰﾄ(2)にて左記を説明している

旨を説明。 

CL12 
PDD B.8.3に記載しているﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄの構

成員及び監督者、それぞれの関係について

の説明要請 

 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄは県の森林部門ｽﾀｯﾌ、参加住民の代

表者他によって構成され、監督者はベトナム林

業大学が派遣する。構成員はベトナム林業大学

のトレーニングを受ける。 

CL13 
緊急事態に対する対処について説明要請 

 
審査チームに提供したドラフト SOP (Standard 
Operational Procedure)に森林火災予防及び消火

活動に関する対処方法が明記されている。 



ベトナム国・AR-CDM促進のための能力向上開発調査 

ファイナルレポート 要約 

 

 
2-10 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL14 

内部監査、事業活動評価、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及び報告

の精度向上のための行動に関する説明要請  

 
左記は審査チームに提供したドラフト SOPに書

かれている。基本的に SOPは IPCCの LULUCF 
Good Practice GuidanceのQA/QCに準拠している 

CL15 

SOPの内容について説明要請（PDDの B.8.2
では SOP に QA/QC の方法が書かれている

と記載されているため） 

 
審査チームに提供したドラフト SOP参照 

C16 
現地データ収集及びデータ入力の検証方法

に関する説明要請 

 
審査チームに提供したドラフト SOPに検証方法

が書かれている。 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

(3) PDD Chapter C: 純人為的 GHG吸収量の推定 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL17 
下記に関するﾃﾞｰﾀ提供及び説明要請 

(1) SV（幹材積）及び WD（木材密度）に

関する文献 

(2) BEFとして 1.4を使っているが、この値

は温帯広葉樹の値である。これが適正か

どうかの説明 

(3) 純植林面積の割合をｻｲﾄ 1～3 ではｻｲﾄ面

積の 88%、ｻｲﾄ 4～5 では 80%としてい

る理由 

(4) 純人為的 GHG 吸収量を算定したｽﾌﾟﾚｯ

ﾄﾞｼｰﾄの中でどのように間伐や伐採を考

慮しているのか 

 
 

文献を提供した 
 

事業対象地は亜熱帯である。BEF の既定値とし

ては熱帯及び温帯のものしかなく、過大評価を

避けて温帯の値を使った。 

現場踏査を基に推定した（専門家の判断） 
 
 
 
樹木成長量表及び純人為的 GHG 吸収量算定表

を示し、間伐及び伐採を考慮していることを説

明した。 

CL18 
純人為的 GHG吸収量が conservativeに推定

されたかどうか説明要請 

 
口頭及び文書にて説明 

CL19 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝが conservative に推定されたかどう

か説明要請 

 

 

 

 

 

 

草地-2のﾍﾞｰｽﾗｲﾝ算定に当たって IPCC GPG
の既定値を使っているが, 現地調査結果を

 
IPCC GPG for LULUCFに従い root shoot ratio (R)
として草地は 1.58、潅木地は 2.83を使っている

が、我々の調査結果を使うとそれよりも低い値

になる。即ち、我々のﾍﾞｰｽﾗｲﾝ算定は conservative
に推定されていると言える。 

一方, ﾍﾞｰｽﾗｲﾝはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間中一定と仮定して

いるが、事業対象地は荒廃を続けているため、

この一定という仮定もﾍﾞｰｽﾗｲﾝを conservative に

推定していることになる 
 
地下部のバイオマスを木本と草に分けずに測定

したため。また、方法論では IPCC既定値を使う
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CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

使用しなかった理由は何か？ ことが測定値を使うよりも conservative である

場合、IPCC既定値の使用を求めているため。 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

(4) PDD Chapter D: 事業の環境影響 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL20 
PDD の D.2 に「ベトナム環境法規では

1000ha以下の植林事業では EIA実施の必要

なし」と書かれている。該当する法規の提

供要請 

 
Decree No.80/2006のコピーを審査チームへ提供 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

(5) PDD Chapter F: ステークフォルダーのコメント 

CL (CL (CL (CL (明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項明確化要求事項))))    事業参加者事業参加者事業参加者事業参加者のののの対応対応対応対応    

CL21 
ベトナムの法規ではｽﾃｰｸﾌｫﾙﾀﾞｰ会議が必須

になっているかどうかの確認要請 

 
ｽﾃｰｸﾌｫﾙﾀﾞｰ会議は EIA の一部として実施が義務

付けられている。また、Decree No.79/2003/ND-CP 
（ｺﾐｭｰﾝにおける民主的手続きに関する法規）の

中でもｽﾃｰｸﾌｫﾙﾀﾞｰ会議開催が必要とされている 

注：詳細は英語版最終報告書に添付した有効化審査報告書参照 

2.2.2.2.7777    ベトナムベトナムベトナムベトナム DNADNADNADNA にににによるよるよるよる事業承認事業承認事業承認事業承認    

  
 CDM に関するベトナムの規則によると、事業参加者はベトナム DNA から小規模

AR-CDM事業の承認を受けるため、PDDと下記資料（共に英文・越文各 17部）を DNAへ

提出する必要がある。 

 (a) 事業実施者からの承認要請レター 

 (b) 事業を管轄する関係省庁、セクター、人民委員会からの事業検討・承認に係わ

る要請レター 

 (c) 県人民委員会等事業に関係する組織の事業に関するコメント 

 (d) 省人民委員会発行の Environmental protection commitment 

 本事業の場合、 2008 年 4 月に設立が認可された森林開発基金（Decree 
No.148/2007/ND-CPに基づく社会基金）が事業参加者/事業実施者となる。本基金は 2008年
9 月 1 日に PDD 及び必要資料を DNA 事務局へ提出し事業承認申請を行った。また、同基

金は 11月 8日に開催された CDM事業審査のための NSC (National Steering Committee)会議

において事業説明を行い、事前に DNAから出されたコメント（下記）に対する返答も行っ

た。そして、PDD の部分的改定とコメントに対する説明レターを DNA 事務局へ提出した

結果、DNAは 2008年 11月 20日付で FDFに対して事業承認レターを発行した。 
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2008 年 11 月 8 日に開催された NSC 会

議において Dr. Hoan が事業説明を行っ

た。 

（Dr. Hoan は本調査の Project Director/ 
ベトナム林業大学副学長であり、かつ

FDFの管理委員会の Headでもある） 

 

PDD にににに対対対対するするするする DNA ののののコメントコメントコメントコメント コメントコメントコメントコメントにににに対対対対するするするする FDF のののの対応対応対応対応 

PDD ｾｸｼｮﾝ B.6（ﾍﾟｰｼﾞ 24）：ﾍﾞｰｽﾗｲﾝの算定方

法について説明せよ。 
算定方法は UNFCCC 承認の方法論を使

用しており、それを DNAへ提出した。 

PDD ｾｸｼｮﾝ B.7（ﾍﾟｰｼﾞ 25）：事業の財務分析

データを追記せよ（CDM 事業である場合と無

い場合） 

PDD version 2.0の Annex 5として事業の

財務分析データを添付した。 

PDD ｾｸｼｮﾝ A11：PDDは本事業実施に ODA資

金を使うと述べている。ODA資金を使う場合、

CER売却益は MOF/MONRE joint Circular No. 
58/2008/TTLT-BTC-BTNのｾｸｼｮﾝ I、ｱｲﾃﾑ 3に従

って管理しなければならない（売却に要した費

用を差し引き、ベトナム環境基金へ拠出）. 

FDFから DNAに宛てたレターの中で「事

業実施に ODA 資金は使わない」旨を説

明した。（ベトナム語版 PDDの翻訳間違

いのために誤解を招いた） 

Environmental protection commitmentの中で「苗

作りとその輸送」が不明確。また、苗作りによ

る環境影響が明記されていない。一方、農薬使

用の環境影響は記述しているものの、使用後の

農薬袋の適切な処置について書かれていない。

さらに、森林火災のリスク及び防止方法につい

ては明確に記述すべき。 

FDFから DNAに宛てたレターの中で「本

事業では農薬は使用しない」こと、「PDD
では重大な負の環境影響のみ記述するこ

とになっているため、森林火災等は記述

していない」ことを説明した。森林火災

については SOP (Standard Operational 
Procedures：標準手順書) に防止策などを

明記しているので、それを提出。 

植林木は 15 年で伐採されるにもかかわらずク

レジット期間は 16 年間になっている。クレジ

ット期間が正しいかどうか確認すべき。 

FDFから DNAに宛てたレターの中で 16
年間のクレジット期間が適切であること

を説明した。 

PDD ｾｸｼｮﾝ A.3： ホンダベトナムが投資者で

ありながらCDM事業の参加者になっていない

ことを説明せよ。 

FDFから DNAに宛てたレターの中で「ホ

ンダベトナム社は事業実施資金を寄付す

るだけであり、リターンを期待する投資

家ではなく、参加者でもない」ことを説

明した。 
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PDD にににに対対対対するするするする DNA ののののコメントコメントコメントコメント コメントコメントコメントコメントにににに対対対対するするするする FDF のののの対応対応対応対応 

CDM 事業の参加者として、地元住民からの追

加ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄを得るべき。 
FDFから DNAに宛てたレターの中で「地

元住民は植林活動に参加するものの、

『CDM事業の参加者』ではない」ことを

説明した。 

ベトナム語版 PDD では翻訳間違い、未翻訳の

単語、ミススペル、単位記号の間違いが散見さ

れる。 

翻訳間違い等を修正する。 

 

2.82.82.82.8    UNFCCCUNFCCCUNFCCCUNFCCC にににに対対対対するするするする CDMCDMCDMCDM 事業登録事業登録事業登録事業登録申請申請申請申請    

  
 調査団は 2008年 11月中旬に DOEである JACO CDM社からドラフト有効化審査報

告書を受領。同報告書は本事業の CDM事業登録を勧告していた。一方、事業参加者は JACO 
CDM社に対して事業登録申請に必要となる MOC（連絡手順）と DNA承認レターを送付。

JACO CDM社は有効化審査報告書の最終化をおこない、2009年 1月 9日に UNFCCC事務

局へ事業登録申請を行った。 

2.2.2.2.9999    有効化審査有効化審査有効化審査有効化審査からからからから得得得得られたられたられたられた ARARARAR----CDMCDMCDMCDM 事業形成事業形成事業形成事業形成にににに係係係係わるわるわるわる教訓教訓教訓教訓    

  
(1) PDDの記述は出来るだけシンプルに 

DOE は PDD のあらゆる記述を確認する必要がある。DOE からの明確化要求事項

を減らすと共に彼らに疑問を抱かせないために、PDD は各要求事項を満足させつ

つ出来るだけ記述をシンプルにすべき。 

(2) プロジェクトのフィージビリティ調査報告書作成 

事業参加者及び開発者は PDD以外にプロジェクトフィージビリティ調査報告書を

作成し、調査で実施した現地調査の詳細な方法と分析結果、技術・財務面の分析結

果を残しておくべき。同報告書は DOEからの明確化要求事項を説明する際に非常

に役に立つ。 

(3) 出来るだけ方法論に載っている既定値を使う 

一般的に自然環境に関する各種調査結果は、現場情況が一様でないため科学的・統

計学的に正しい値かどうかを証明するのが困難である。DOEは PDDで用いている

各種値が科学的・統計学的に適正かどうかを判断する必要がある。但し、方法論に

載っている既定値については DOEが判断する必要がない。従って、DOEからの明

確化要求と事業形成コスト（現場調査費用）を減らすために、出来るだけ方法論に

載っている既定値を使うべき。 

(4) 各種値を保守的に算定する 

保守的算定は CDM事業の重要な要求事項の一つであり、DOEも各種値が保守的に

算定されているかどうかを必ずチェックする。従って、事業参加者及び開発者は各

種算定に当たり常に「保守的算定」を念頭に置き、保守的算定の部分を記録すべき。 
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(5) 関係法規及び文献の収集及びファイリング 

事業参加者及び開発者は、DOE からの参照法規及び文献の提出要請に備えて事業

形成時に参照したそれらをファイルしておくべきである。また、重要と思われる法

規・文献については必要部分だけでも前もって英訳しておくと有効化審査時に慌て

て翻訳する手間を省くことができる。 

(6) 土地適格性、追加性及び貧困住民の参加の証明には細心の注意を払う 

これらは DOEが必ず詳細な証明と証拠提示を求めてくる部分であるため、証明と

証拠収集には細心の注意を払うべきである。 

例えば、『参加住民が貧困であること』の証明としては、一人当たりの月間収入を

基にした貧困クライテリアの使用が考えられる。しかし、『貧困』となる収入額は

かなり低く、そのクライテリアを用いると貧困と考えられる農村部であっても貧困

とならない可能性が出てくる。また、参加者各人が貧困でなければならないのか、

あるいはグループの平均として貧困であれば良いのかについて明確になっていな

い。さらに、その収入額のクライテリアを使うために家計調査を行う必要があるが、

家計調査は手間がかかりかつ農民は概して自分の収入を正確に把握していないた

め調査結果の正確性にも難がある。本パイロット事業の有効化審査では、『参加住

民が貧困であること』の証明として、「ベトナム投資法に係わる法令 108号（2006
年）及び関連決議の中で、プロジェクト対象県及びコミューンが『社会経済条件が

困難な地域』に指定されている」ことを根拠とした。 

(7) AEによる有効化審査費用は安い（一般論） 

調査団は 2008年 5月に入札で最低価格を提示した JACO CDM社と有効化審査実施

に係わる契約を締結した。JACO CDM社は契約時点ではスコープ 14（植林・再植

林）の AEにすぎない（2008年 8月の CDM理事会で DOEの認定を受けている）。

AE の活動内容は有効化審査までに止まり、事業登録申請は CDM 理事会の認定を

受けた DOEでなければ出来ないが、一般的に DOEに比べて AEは有効化審査費用

が安いため、事業登録を急がない場合には、価格の安い AEを使うという選択肢は

魅力的と言える。 
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第第第第 3333 章章章章    環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮    

3333....1111    環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮にににに関連関連関連関連するするするするベトナムベトナムベトナムベトナム国国国国のののの法制度法制度法制度法制度    

(1) 環境社会配慮に関連するベトナム国の法律 

1) 法令 80号（2006年 8月）：新環境保護法（2006年）施行に係わる詳細を規定。同法令

はAppendix IとしてEIA報告書を作成しなければならないプロジェクトを事業カテゴリ

ー及び事業規模毎に詳細に示している。 

本法令によると、規模が 1000ha 以下の植林及び森林管理事業は EIA 報告書を作成する

義務がない。但し、事業主は「環境保全に係わる誓約書 (Environmental Protection 

Commitment)」を県人民委員会に提出し、事業開始前までに同人民委員会から誓約書受

領に係わる「証明書」を受取る必要がある、と明記されている。 

2) ベトナム環境基準(TCVN)：旧環境保護法（1993 年）に基づき制定された環境基準。現

在、多くの基準が見直し中。 

3) 環境影響評価報告書作成及び評価に係わるガイドライン：15セクターを網羅。新環境保

護法（2006年）施行により、現在見直し中。 

4) 法令 197号（2004年）： 事業実施により移転が必要となった場合の補償及び支援につ

いて規定。 

5) 歴史・文化・景観保全に係わる布告（1984年） 

(2) 環境社会配慮に関連する政府機関 

表 3.0に示す大規模で環境影響の大きい事業の EIA報告書は天然資源環境省（MONRE）

が評価・承認を行い、それ以外の事業の EIA報告書は各省の天然資源環境局（DONRE）

が評価・承認を行っている。 

表表表表 3.03.03.03.0    MONREMONREMONREMONRE がががが EIAEIAEIAEIA 報告書報告書報告書報告書のののの評価評価評価評価・・・・承認承認承認承認をををを行行行行ううううプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 

1. 国立公園や自然保護地域、生物圏の保護地域、世界遺産、歴史・文化遺跡を利用するプロジェクト 

2. 原子力発電所と熱核発電所、原子炉プロジェクト 

3. 出力が 300～500MW で、都市中心部と住宅地域から 2km 以内の火力発電所。また、出力が 500MW 以上の火力発電

所 

4. 100,000,000 ㎥以上の貯水池を持つ水力発電所や灌漑施設、もしくは 2 省（province）以上と中央直轄特別市の表層水

と地下水の供給に影響を与えるプロジェクト 

5. 20ha 以上の水源涵養林や防波林、海岸の進均作用の防止林、特定の目的のためにある林を破壊するプロジェクト。も

しくは 200ha 以上に及ぶその他の自然森林を破壊するプロジェクト 

6. 100ha 以上の内陸養殖場 

7. 年産 20,000 トン以上の石油化学精製所（塩基化学や植物保護剤、界面活性剤、添加剤、化学肥料）、年間の設計出力

が 300,000Wh 以上の変圧器プラント、年産 1,200,000 トン以上のセメントプラント、放射性物質やその排出を伴うプラント

や作業場 

8. 石油とガス開発、年間 500,000 ㎥以上の固形鉱物開発、放射性金属と希土類の開発、1 日（per day and night）50,000

㎥以上の地下水開発、1 日（per day and night）500,000 ㎥以上の表層水開発 

9. 200ha 以上の工業区や輸出加工区、新技術産業区、産業クラスター、観光と娯楽リゾートでのインフラストラクチャー建

設、載貨重量トン数 50,000DWT 以上の船舶が停泊できる港の建設、年産 300,000 トン以上の鉄と鋼精錬所 

10. 危険廃棄物の再加工と処理、埋め立て 

11. 上記 1 から 10 のうち、一つ以上の要素を含むプロジェクト 

12. EIA 報告書作成が必要となるプロジェクトのうち、2 省（province）以上にまたがり、また中央直轄特別市で実施するもの 

出典：Decree No.80/2006/ND-CP Appendix Ⅱ 
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(3) 事業主の責任 

事業主は EIA報告書を作成しMONRE/DONREへ提出する義務がある。また、事業主は

住民移転、補償、土壌汚染などに対する全ての責任を負う。  

3333....2222    環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮    

3.2.13.2.13.2.13.2.1    小規模小規模小規模小規模 ARARARAR----CDMCDMCDMCDM パイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    

本調査で形成した小規模 AR-CDMパイロット事業の概要は表 3.1～3.3に示す通りである。 

表表表表3.13.13.13.1        プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト対象地対象地対象地対象地のののの現況現況現況現況土地利用土地利用土地利用土地利用    

面積 (ha) 

ｽﾜﾝﾌｫﾝｺﾐｭｰﾝ ﾊﾞｯｸﾌｫﾝｺﾐｭｰﾝ 土地利用 
階層

No 
ｻｲﾄ 1 ｻｲﾄ 2 ｻｲﾄ 3 ｻｲﾄ 4 ｻｲﾄ 5 

合計 

草地 1 1 10.37  64.07  23.14  15.19  10.81  123.58  

草地 2 2 0.00  0.00  0.00  26.52  73.47  99.99  

草地 3 3 0.00  0.00  9.81  2.36  0.00  12.17  

潅木地 4 7.90  8.57  67.78  19.88  0.73  104.86  

農地 5 0.00  0.86  0.00  1.25  4.96  7.07  

裸地 6 5.23  0.00  5.90  6.46  0.00  17.59  

合 計  23.5 73.5 106.63 71.66 89.97 365.26 

草地 1: Co lao (Eupatorium odoratum)及び Co trang (Imperata cylindrica)が優勢の草地 

草地 2: Te gout (Dicranopteris linearis) が優勢の草地 

草地 3:  Lao lach (Erianthus arundinaceus) が優勢の草地 

潅木地:  Melastoma candidum with Rhodomyrtus tomentosa, Randia dasycarp etc. 

農地:  焼畑によって一時的にｷｬｯｻﾊﾞ、ﾄｳﾓﾛｺｼ、ｻﾄｳｷﾋﾞなどが栽培されている土地 

出典：JICA調査団 

 

表表表表3.23.23.23.2        小規模小規模小規模小規模ARARARAR----CDMCDMCDMCDMパイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    

Acacia mangium: 植栽密度 1,600 本/ha；15年ﾛｰﾃｰｼｮﾝ；8年目に 50%を間伐 

植林ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
Acacia auriculformis: 

植栽密度 2,000 本/ha；15 年ﾛｰﾃｰｼｮﾝ；8 年目と 12 年目にそれぞれ

21%、33%を間伐 

 1年目 2年目 合計 

Acacia mangium: 140.2 ha 140.2 ha 280.4 ha 

Acacia auriculformis: - 28.1 ha 28.1 ha 

純植林面積 

(ha) 

合 計 140.2 ha 168.3 ha 308.5 ha 

飼料作物生産 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾘｱ外において合計約 30 haを希望する農家が栽培。 

放牧による植林木のダメージを減少させ、家畜飼育を行っている

農家の収入安定が目的。 

普及・展示活動 植林及び森林管理、作物残渣の飼料利用等に係わる技術普及及び

展示 

植林以外の

計画 

 

ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾀﾝｸ設置促

進 

薪採取による森林荒廃防止、薪採取労力の削減が目的。参加住民

が事業実施によって受取る経済的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ（労賃）を使い、県が

推進中のﾊﾞｲｵｶﾞｽﾀﾝｸ設置を行うよう奨励する。 

注: 当事業は林道建設などのインフラ建設を行わない。 
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表表表表 3.3 3.3 3.3 3.3     世帯当世帯当世帯当世帯当たりのたりのたりのたりの期待便益期待便益期待便益期待便益 

 資材供給 (百万 VND) 現金収入 (百万 VND) 

 植林活動 飼料作物生産 植林及び維持

管理 

森林便益の分収 炭素クレジット

の分収 

1～5年目 1.71 1.40 3.11 - - 

6～10年目 - - - 5.90 0.28 

11～17年目 - - - 48.89 2.91 

合 計 1.71 1.40 3.11 54.79 3.19 

 3.14 61.09 

注: 上記は 1世帯が 1.0haの植林と 0.1haの飼料作物栽培を行った場合の期待便益。 

 

 

 
 

図図図図 3.1  3.1  3.1  3.1  小規模小規模小規模小規模 ARARARAR----CDMCDMCDMCDM パイロットパイロットパイロットパイロット事業位置図事業位置図事業位置図事業位置図    
 

3.2.23.2.23.2.23.2.2    小規模小規模小規模小規模 ARARARAR----CDMCDMCDMCDM パイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業にににに対対対対するするするする環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮    

UNFCCC ガイドライン1では、小規模 AR-CDM 活動に関して事業参加者(事業主)は『ホスト国の制

度に従って環境影響評価と社会影響評価を実施する』ことになっている。小規模 AR-CDM パイロ

                                                        
1
 Guideline for Completing the Simplified Project Design Document for Small Scale AR (CDM-SSC-AR-PDD) and the 

form for Submissions on Methodologies for Small-Scale AR-CDM Project Activities (F-CDM-SSC-AR-Subm) 

 

ｻｲﾄ-1 

ｻｲﾄ-2 

ｻｲﾄ-3 

ｻｲﾄ-4 

ｻｲﾄ-5 
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ット事業は事業規模が 1000ha 以下であるため、ベトナム国の法令 80 号（2006 年）に従い EIA

報告書の作成義務は無い。しかし、法令に基づき事業主は「環境保全に係わる誓約書

(Environmental Protection Commitment)」をカオフォン県人民委員会に提出し、既に証明書

（certificate）を受領しなければならない（事業主であるFDFは 2008年 4月これを受領済み）。 

本調査はもともと AR-CDM に係わる「能力向上」活動が主目的であり、調査を通じて事業形成を

行う予定はなく、事前調査段階においても環境社会配慮に係わるスクリーニングおよびスコー

ピングは実施されていない。しかしながら、調査開始後、調査団支援の下でパイロット事業を

形成。その後、カウンターパートを中心として設立する NPO がホンダベトナム社からの資金を

得てパイロット事業を実施することとなった。このため、調査団は JICA 環境影響配慮ガイドラ

インに従い小規模 AR-CDM パイロット事業の実施による環境・社会経済インパクトに関して予備

的スコーピングを行い、それぞれのインパクトの程度についても評価を行った。 

3.3.3.3.2.2.2.2.3333    小規模小規模小規模小規模 ARARARAR----CDMCDMCDMCDM パイロットパイロットパイロットパイロット事業事業事業事業のののの実施実施実施実施によるによるによるによる環境環境環境環境・・・・社会経済影響社会経済影響社会経済影響社会経済影響のののの評価評価評価評価    

予備的スコーピング結果と各影響の評価は表 3.4 及び表 3.5 に示す通りである。それら結果か

ら、小規模 AR-CDM 事業の実施により環境及び社会経済面で著しい負の影響は起きず、逆に植林

事業の実施による環境保全、参加住民の収入向上といった多くの正の影響が見込まれることが

明らかとなった。植林事業の場合、森林火災の発生が懸念されるが、本事業では地域住民に対

して啓蒙普及活動を行い火災予防に努めるため、リスクは最小化される。なお、調査の最終段

階である 2007 年 10 月に開催したステークホルダー会議において、全てのステークホルダーが

事業の実施に同意しており、住民の反対は皆無であった（Interim Report(2)5.3.6 節参照）。 

表表表表 3.4  3.4  3.4  3.4  事業活動事業活動事業活動事業活動によるによるによるによる環境社会影響環境社会影響環境社会影響環境社会影響（（（（スコーピングスコーピングスコーピングスコーピング結果結果結果結果））））    

プロジェクト活動 

 項目 

総
合
評
価

 

草
刈

 

地
拵
え

 

施
肥

 

植
林

 

維
持
管
理

 

間
伐

:
 

伐
採

 

非自発的住民移転 - - - - - - - - 

地域経済 +A +A +A +A +A +A +A +A 

土地利用や地域資源利用 -B -B - - +B +B +B +B 

社会関係資本や地域の意思決

定機関等の社会組織 

- - - - - - - - 

既存の社会インフラや社会サ

ービス 

- - - - - - - - 

貧困層･先住民族･少数民族 +A +A +A +A +A +A +A +A 

被害と便益の偏在 - - - - - - - - 

文化遺産 - - - - - - - - 

地域内の利害対立 - - - - - - - - 

水利用及び水利権 - - - - - - - - 

衛生 - - - - - - - - 

社
会
環
境

 

HIV/AIDS 等の感染症 - - - - - - - - 

地質・地形 - - - - - - - - 

土壌浸食 -B - -B - +B +B +B +B 

地下水 +B - - - - +B +B +B 

水文・水理 +B - - - - +B +B +B 

沿岸水域 - - - - - - - - 

動植物相・生態系 +B - - - +B +B +B +B 

気象 - - - - - - - - 

自
然
環
境

 

景観 +B - - - +B +B +B +B 
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プロジェクト活動 

 項目 

総
合
評
価

 

草
刈

 

地
拵
え

 

施
肥

 

植
林

 

維
持
管
理

 

間
伐

:
 

伐
採

 

 地球温暖化 +C - - - +B +B -B -B 

大気汚染 - - - - - - - - 

水質汚濁 - - - - - - - - 

土壌汚染 - - - - - - - - 

廃棄物 - - - - - - - - 

騒音・振動 -B - - - - - -B -B 

地盤沈下 - - - - - - - - 

悪臭 - - - - - - - - 

低質 - - - - - - - - 

汚
染

・
事
故

 

事故 -C -C - - -C -C -C -C 

注

釈 

 

 

ランク "A":  環境への顕著な影響が予測される 

ランク "B":  ある程度の影響が予測される 

ランク "C":  今のところ環境への影響は不明である 

"-" :  影響は予測できない 

 

(+: ポジティブな影響、-: ネガ

ティブな影響) 

 

表表表表 3.5  3.5  3.5  3.5  自然自然自然自然・・・・社会環境影響社会環境影響社会環境影響社会環境影響のののの詳細及詳細及詳細及詳細及びびびび軽減策軽減策軽減策軽減策    

項目 
総合 

評価 
概要 軽減策及びモニタリング方法 

地域経済 +A 事業実施により参加住民はｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ（報酬）、

林産物の売却収入、炭素ｸﾚｼﾞｯﾄの売却収入を得

ることができ、農家収入の向上に寄与する。 

- 

土地利用や地

域資源利用 

-B 事業実施（植林）によって土地資源の有効利用

が図られる。ただし、事業対象地域内に分散し

ている合計約 7haの農地における作物耕作を

中止しなければならないことが負の影響とも

考えられる。 

しかし、対象農地は「生産林地」として区分さ

れ、造林を前提に政府から住民に対して土地利

用権が付与されている。森林保全開発法（2004

年）によると、林地を当初目的（造林）に利用

しない場合は、政府が住民へ付与した利用権を

剥奪できることになっている。また、この耕作

地では約 15世帯の農民が焼畑による生産性の

低い非持続的な単年度耕作を行っているに過

ぎず、当該農民も農地の生産性が低いため本プ

ロジェクトによる造林を希望しており、耕作中

止に合意し、補償要求もない。プロジェクト側

から AR-CDM事業実施によって期待される経

済的便益及び環境に及ぼす効果を具体的に説

明した結果、当該農民が納得したものである。 

 

 

被害と便益の

偏在 

- 事業対象地の土地利用権は地元の世帯に分与

されている。各世帯は各自の土地から得られる

便益を享受することになる。 

住民へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ支払い及び便益

の分収は事業主体が管理するため

モニタリング可能。社会経済状況に

ついても 5年毎の AR-CDM事業検

証の際に評価する。 
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項目 
総合 

評価 
概要 軽減策及びモニタリング方法 

貧困層･先住民

族･少数民族 

+A 参加住民の約 90％が少数民族(Muong, Dao and 

Thai族)である。事業実施は彼らの収入改善に

つながる。 

- 

土壌浸食 -B 土壌浸食に係わる影響は正負両方予想できる。

植林前の地拵えや伐採時には地面表層が撹乱

され、土壌浸食を誘発する可能性がある。しか

し、それは一時的なものであり、植林によって

地面の覆いができることによる土壌浸食抑制

効果のほうが高いと予想される。なお、本事業

では林道建設は行わず、それによる土壌浸食は

ない。 

参加住民に対し、必要以上に表土撹

乱をしないよう指導する。土壌浸食

の程度は目視によって 5年ごとにモ

ニタリング・評価を行う。 

地下水 +B 裸地、草地及び潅木地を森林へ転換することに

よって、地下水涵養が図られる。但し、事業規

模が小さいため影響は限定的であろう。 

- 

水文・水理 +B 事業地区の植林によって水源涵養能力が高ま

り、下流域への水資源供給能力が高まる。但し、

事業規模が小さいため影響は限定的であろう。 

- 

動植物相・生態

系 

+B 裸地、草地及び潅木地を森林へ転換することに

よって鳥類を含む小動物の生息域が拡大する。

但し、事業規模が小さいため影響は限定的であ

ろう。 

- 

地球温暖化 +C 事業実施期間中, 約 42,645 ﾄﾝの二酸化炭素が

固定される（純吸収量）。 
5年毎に実施するAR-CDM事業の検

証時に確認する。 

景観 +B 裸地、草地、潅木地から森林へと景観が改善す

る。 
- 

水質汚濁 - 施肥による水質汚濁の可能性を否定できない

ものの、施肥量は基肥及び追肥共に NPK比率

5-10-3の肥料を苗 1本当たり 100gと少ないた

め、影響は殆どないと考えられる。 

- 

土壌汚染 - 同上 - 

騒音・振動 -B 間伐及び伐採時のチエンソー使用による騒音

発生が考えられるが、殆どの植林地は集落から

距離があるため問題にはならないと予想され

る。（集落近くであっても、木は騒音を遮断す

る効果があるため緩和される） 

騒音の苦情が出た場合には、間伐・

伐採活動の時間制限などの対策を

行う。  

事故 -C 植林前の草刈、植林、間伐及び伐採、木材運搬

時に、不注意及び機材の誤使用によって事故が

発生する可能性あり。また、森林火災の可能性

もある。 

事業主が参加住民に対して各作業

の技術的指導を行う際に、事故防止

のための注意点も説明する。森林火

災に関しては、政府規則に従って各

集落に消火グループを結成し、毎年

森林火災防止に係わる啓蒙活動や

消火訓練を行う。 
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